
透水性アスファルト舗装補助申請注意事項 

１．申請 

・申請書類（申請書・見積書の写し・平面図・求積図・構造図） 

※見積書には，透水性アスファルト舗装であることが記入されていること，施工面積が

記入されていること。 

 

２．工事写真（撮影方法） 

・着工前（全景） 

・掘削（ＧＬからの下がり管理，スタッフ等の目盛りが読めるように） 

・フィルター層（ＧＬからの下がり管理，スタッフ等の目盛りが読めるように） 

・路盤工（ＧＬからの下がり管理，スタッフ等の目盛りが読めるように） 

・完了（全景） 

※面積にかかわらず１か所 

 

３．施工 

・工事は，交付決定後に行ってください。 

 

４．請求書兼完了届 

・提出書類（請求書兼完了届・領収書の写し・工事写真・完成求積図） 

 

 

５．その他 

・施工面積の変更は，着手前のみ受け付けます。 

・完成面積は申請面積より広いこと。 

 

 

※完成面積が申請面積より狭い場合及び舗装構成が申請とことなる場合は， 

補助金が交付されない場合がありますので十分ご注意ください。 


